
区分に  いて（3）  

□ 評価に当たっての  
して該当すると判定で   ているもの  

することを再  
頗詭  讃謡熟度準して琴射  

・豆4時間滞節点満（連続するヲ寧牽鱒えた場創亭鱒戸鱒鱒は鼓当三しない）  
衰頭直褒奉 

項廟感染堅（準鱒肇奉咋自牽琴奉窄埠牟鱒15旦竪昼鱒唾襲撃し鱒、＝）  

当しない）  

醜妄二三二て連続車るチ日  【ま自茸目以降犠該当七ない）  

塵腸草葉葱行わ猟て革製旦つ発熱来畦嘔吐を伴う状襲（連続す各7日を超えた場合l韓日阜以降  
惟畝当心ない）  

．のとした日数が毅定されている竃  こあった日から連はして該  
確券重き二  

三棟繭鵠血く出血が克られた古から享  

・濁寧の■吐  
頻画面血糖検査（検査甘から8百聞≡該当）   

請求に当たっては、該当する日ごとの入院基本料の区分、及び当該  
区分に係る全ての疾患又は状態等並びにAD」区分を記載すること．、  
（吏だし、平成1息年9二月  までlまこれら取記載を要しない）  

全ての疾患又は状態等の記  
、  

口 なお、平成18年   

載が困難な場合  もょい三  は  の言己載であって   

、鱒靭扇） 

7月1日   

7月 2日～7月15日   

7月16日～7月318  

1，220×1日（入院基本料C、）  
15その他難病（スモン泰除く）  

1．344不′14日（：入院基本料B）  

15 その他難病（スモンを除く）  

ADLlO点   

AD．L23点  
1．740x16日（入睨基本料A）   

3 中心静脈栄華を稟施している状態ADL23点  
15 その他難病（スモンを除く）  

■  

16   


